
 

 

（別紙５） 

３．「中小企業金融モニタリング」の活用状況について 

 

（１）ヒアリングの実施 

 

中小企業金融モニタリングで得られた個別金融機関に関する情報を活用

し、当該金融機関の対応方針、態勢面等についてヒアリングを行いました。 

 

（２）意見交換会における要請（金融庁での活用） 

 

金融庁幹部と業界団体代表者の意見交換会（毎月開催）等において、中

小企業金融モニタリングで得られた事例について紹介しています。具体的

には、事業からのキャッシュフローを重視し、担保・保証に過度に依存し

ない融資を含む健全な中小企業に対する資金供給の一層の円滑化や、これ

までの取引関係や顧客の知識、経験及び財産の状況を踏まえた、顧客の理

解と納得を得るような十分な説明の実施、金融検査マニュアル別冊の周知

等について要請を行っています。 

 

（３）地域金融円滑化会議の活用等（財務局等での活用） 

 

都道府県毎に設置し、半期毎に開催している「地域金融円滑化会議」（金

融当局、中小・地域金融機関及び関係業界団体から構成）や、財務局幹部

等と金融機関代表者との面談など諸々の機会を通じて、顧客への説明態勢

の整備や相談・苦情処理機能の強化について注意喚起を行うとともに、中

小企業金融の円滑化に向けた取組みの要請を行っています。 

 


